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幌延風力発電事業更新計画環境影蓉評価方法書に係る知事意見

本事業は、 宗谷管内幌延町で平成15年から運転されている「オトンルイ風力発電所」 （最大出

カ21,000kW、 28基。 以下「既設風力発電所」という。）の更新を行うものであり 、 約lOOhaを対

象事業実施区域として、 最大出力は同程度とし、 既設風車より大型化した 5~9 基の風車による風

力発電所を設置する計画である。

対象事業実施区域は利尻礼文サロベツ国立公園特別地域に囲まれた狭い帯状の地域の 一 部であ

り、その東側は、特別地域の中でも特に優れた景観や生態系を維持する目的で指定される特別保護

地区に近接しているほか、同区域の周辺にはラムサー ル条約湿地であるサロベツ原野や重要野烏生

息地(IBA)、 稚咲内生物群集保護林が存在しているなど、 同区域の周囲は自然環境保全上、 極め

て重要な地域となっている。 この地域における「サロベツ原野の自然景観」や「利尻山を望む景観」

などは、 利尻礼文サロベツ国立公園における重要な眺望景観となっている。 また、対象事業実施区

域及びその周辺はガン類などの渡りの経路となっているほか、同区域の周辺ではオジロワシなど希

少猛禽類の繁殖情報がある。 さらに 、 対象事業実施区城の周辺では、 他事業者が計画している風力

発電事業が複数ある。

以上を踏まえ、本事業による環境影響を回避又は十分に低減するため、 事業者は次の事項に的確

に対応すること。

1 総括的事項

(1)今後の風力発電設備、 変電設備、 工事用道路等の設置等、 事業の実施に伴う士地の改変箇所

等の決定、その他の事業計画の策定に当たっては、 環境に配慮すべき区域を除外するなど、影

響の回避を最優先に環境保全措置を検討すること。

また、 2の個別的事項の内容を十分に踏まえ、 可能な限り評価項目及び分類群ごとに複数の

専門家等の助言を得るなどしながら、 各環境要素に係る環境影響について適切に調査を行い、

科学的知見に基づいて予測及び評価を実施し、 その結果を事業計画に反映させること。 その過

程において、 重大な環境影器を回避又は十分低減できない場合若しくは回避又は低減できるこ

とを裏付ける科学的根拠を示すことができない場合は、事業規模の縮小など事業計画の見直し

を行うことにより、 確実に環境影響を回避又は低減すること。

なお、予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を請ずる場合や効果に

係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等においては、 事後調査を実施すること。

(2)更新事業である本事業による影郡の評価に当たっては、単に現況からの変化のみに着眼する

ことなく、これまで既設風力発電所で実施された調査や本事業に係る現地調査等により、既設

風力発電所が及ぼしている環境影孵の程度を客観的に把握し、それを勘案した上で適切に評価

すること。

(3)対象事業実施区域の周辺では、 他事業者が計画している風力発電事業が複数あることから、

これらとの累稜的影蓉が懸念されるe このため、 これら他事業者から必要な情報を入手した上

で、 2の個別的事項に示すとおり、 累積的影響について適切に調査、予測及び評価を実施する

こと。

また、他事業者に累稜的影繹0)検討に必要な情報提供を依頼する場合は、 本事業の環境影幣

評価に関する情報を他事業者に提供するなど、関係する事業者間で相互に環境保全のための有
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